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第１条 知事は、本県農林漁業の振興に向けた経営能力に優れた担い手の育成と競争

力ある産地づくりのため、別表に掲げる事業に要する経費について、市町村、県域

農業団体、農業協同組合、農業者、及び農業者等を構成員とする協議会等並びに農

業協同組合、営農集団（農事組合法人、農事組合法人以外の農地所有適格法人、そ

の他農業者の組織する団体をいう。ただし、法人格を有しないものにあっては、代

表者の定めがあり、かつ、組織及び運営についての規約の定めのあるものに限る。

以下同じ｡）、女性農林漁業者、女性農林漁業者組織及び知事が適当と認める特認団

体等に助成する市町村（以下「市町村等」という。）に対し、予算の範囲内におい

て補助金を交付するものとし、その交付に関しては、福岡県補助金等交付規則（昭

和３３年福岡県規則第５号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、この要

綱に定めるところによる。 

 

 （補助の対象及び補助率等） 

第２条 事業名及び目的、対策名及び事業の種類、事業実施主体、採択基準、補助金

交付の対象となる経費、施設区分及び補助率等は、別表のとおりとする。ただし、

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条

第２号に規定する暴力団（以下「暴力団」という。）若しくは同条第６号に規定す



る暴力団員が役員となっているもの又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を

有する団体は補助の対象としない。 

 

 （経費の流用の禁止） 

第３条 市町村等の長は、別表の事業番号欄に掲げる１から１１の事業に係る経費の

事業相互間の流用をしてはならない。 

 

   （事業実施計画の承認） 

第４条  補助金の交付を受けようとする市町村等の長は、福岡県経営技術支援対策関

係事業実施計画承認申請書（様式第１号。以下「実施計画書」という。）を知事に

提出し、その承認を受けるものとする。 

２ 知事は、提出された実施計画書の内容が別表に定める採択基準等を満たし、かつ、

その内容が適正と認められるときは、計画の承認を行い、その旨を市町村等の長に

通知するものとする。 

３ 事業の実施計画の重要な変更については、第１項及び第２項に準じて行うものと

する。 

４  前項の事業の実施計画の重要な変更とは、別表の重要な変更の欄に掲げる内容と

する。ただし、入札結果等による補助金額の減額変更のみの場合は除く。 

 

 （補助金の交付申請） 

第５条 補助金の交付を受けようとする市町村等の長は、福岡県経営技術支援対策関

係事業費補助金交付申請書（様式第２号。以下「交付申請書」という。）を知事に

提出しなければならない。 

２ 市町村等の長は、前項の交付申請書を提出するに当たって、各事業実施主体にお

いて当該補助金に係る消費税仕入控除税額（補助対象経費に含まれる消費税及び地

方消費税に相当する額のうち、消費税法（昭和６３年法律第１０８号）に規定する

仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法（昭和２

５年法律第２２６号）に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助

率等を乗じて得た金額をいう。以下同じ。）があり、かつ、その金額が明らかな場

合は、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助

金に係る消費税仕入控除税額が明らかでない各事業実施主体に係る部分について

は、この限りでない。 

 

  （交付決定の通知） 

第６条 知事は前条の規定による補助金交付申請書の提出があったときは、審査のう

え、交付決定を行い、補助金交付決定通知書を市町村等の長に送付するものとする。 

   

  （申請の取下げ） 

第７条 補助金の交付決定を受けた市町村等の長は、規則第７条第１項の規定により

補助金交付の申請を取り下げようとするときは、前条の規定による決定通知書を受

領した日から１０日以内に、その旨を記載した書面を知事に提出しなければならな

い。 

 

 （申請内容の変更承認等） 

第８条 市町村等の長は、交付申請書の記載事項について、別表の重要な変更の欄に

掲げる変更をしようとするときは、福岡県経営技術支援対策関係事業費補助金変更

承認申請書（様式第３号。以下「変更承認申請書」という。）を知事に提出し、そ

の承認を受けなければならない。 



２ 第５条第２項ただし書の規定により交付の申請をした市町村等の長は、同項ただ

し書に該当した各事業実施主体について、当該補助金に係る消費税仕入控除税額が

明らかになった場合には、これを補助金額から減額して、変更承認申請書を知事に

提出し、その承認を受けなければならない。 

 

  （補助事業の中止又は廃止） 

第９条 市町村等の長は、補助事業を中止又は廃止しようとするときは、福岡県経営

技術支援対策関係事業中止（廃止）申請書（様式第４号）を知事に提出し、その承

認を受けなければならない。 

 

 （概算払） 

第１０条 市町村等の長は、補助金の概算払を受けようとするときは、福岡県経営技

術支援対策関係事業費補助金概算払請求書（様式第５号。以下「概算払請求書」と

いう。）を知事に提出しなければならない。 

２ 知事は、前項の規定により概算払請求書の提出があった場合は、その内容を審査

し、適当であると認めたときは、補助金の全部又は一部について概算払をするもの

とする。 

 

 （状況報告等） 

第１１条 市町村等の長は、別表の事業番号欄に掲げる７及び１０の事業に着手した

ときは、速やかに福岡県経営技術支援対策関係事業着手報告書（様式第６号）を知

事に提出しなければならない。 

ただし、地域の実情に応じて事業の効果的な実施を図る上で緊急かつやむを得な

い事情により事業実施主体が補助金の交付決定前に事業に着工（機械の発注を含

む。）する必要がある場合には、市町村等の長は、その理由を明記した福岡県経営

技術支援対策関係事業交付決定前着工届（様式第７号）を知事に提出しなければな

らない。 

この場合において市町村等の長は、交付決定までのあらゆる損失等について自ら

の責任において処理しなければならない。 

２ 別表の事業番号欄に掲げる７及び１０以外の事業において、地域の実情に応じて

事業の効果的な実施を図る上で緊急かつやむを得ない事情により事業実施主体が

補助金の交付決定前に事業に着手する必要がある場合には、市町村等の長は、その

理由を明記した福岡県経営技術支援対策関係事業交付決定前着手届（様式第７号-

２）を知事に提出しなければならない。 

この場合において市町村等の長は、交付決定までのあらゆる損失等について自ら

の責任において処理しなければならない。 

３ 市町村等の長は、補助金の交付決定に係る年度の１１月３０日（６の事業につい

ては１２月３１日）現在において、福岡県経営技術支援対策関係事業遂行状況報告

書（様式第８号、６の事業については様式第８号－２）を作成し、当該年度の１２

月１０日（６の事業については１月１０日）までに知事に提出しなければならない。

ただし、概算払請求書の提出をもってこれに代えることができる。 

４ 市町村等の長は、別表の事業番号欄に掲げる７及び１０の事業が完了したときは、

速やかにかつ、事業が完了した年度内に福岡県経営技術支援対策関係事業完了報告

書（様式第９号）を知事に提出しなければならない。 

 

 （補助事業が完了しない場合の手続き等） 

第１２条 市町村等の長は、補助事業が予定の期間内に完了しないとき又は補助事業

の遂行が困難となったときは、速やかにその理由及び補助事業の遂行状況を記載し



た書類を知事に提出し、その指示を受けなければならない。 

 

 （実績報告） 

第１３条 市町村等の長は、福岡県経営技術支援対策関係事業実績報告書（様式第１

０号。以下「実績報告書」という。）を別表の事業番号欄に掲げる１、２、３、４、

５及び１１の事業については、補助事業の完了の日から起算して１月を経過した日

又は補助金の交付の決定のあった年度の３月３１日のいずれか早い期日まで、６、

７、８、９及び１０の事業については、補助事業の完了の日から起算して１月を経

過した日又は補助事業の完了の日の属する国の会計年度の３月３１日のいずれか

早い期日までに知事に提出しなければならない。 

２  市町村等の長は、前項の実績報告書を提出する場合、第５条第２項ただし書に該

当した事業実施主体において、当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかにな

った場合には、これを補助金から減額して報告しなければならない。 

３ 市町村等の長は、第１項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消

費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除税額が確定した場合には、その

金額（前項の規定により減額した各事業実施主体については、その金額が減じた額

を上回る部分の金額）を消費税仕入控除税額報告書（様式第１１号）により速やか

に知事に報告するとともに、知事の返還命令を受けてこれを返還しなければならな

い。 

  また、市町村等の長は、当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかにならな

い場合又はない場合であっても、その状況等について、当該補助金の額の確定の日

の翌年６月３０日までに、同様式により知事に報告しなければならない。 

 

   （財産処分の制限） 

第１４条 規則第２０条の知事が定める期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する

省令（昭和４０年大蔵省令第１５号。以下「大蔵省令」という。）に定められてい

る耐用年数に相当する期間とする。ただし、大蔵省令に定めのない財産については、

農林畜水産関係補助金等交付規則（昭和３１年農林水産省令第１８号）第５条の別

表に定められた期間とする。 

２ 規則第２０条第１項第２号の機械、重要な器具その他重要な資産で知事が定める

ものは、事業により取得した価格が１件５０万円以上の機械及び器具とする。 

 

（書類の提出） 

第１５条 この要綱の規定により市町村等の長が知事に提出する書類は、原則として

市町村長にあっては正副２部（所轄農林事務所長を経由）、その他の長にあっては

１部とする。 

 

 （関係書類の整備） 

第１６条 規則第１０条に規定する帳簿及び証拠書類は、補助事業終了の年度の翌年

度から起算して５年間整備保管しておかなければならない。ただし、事業実施主体

は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産で処分制限期間を経過しない

場合においては、様式第１２号の財産管理台帳その他関係書類を整備保管しなけれ

ばならない。 

 

 （その他） 

第１７条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は知事が別に定める。 

 

 



 

   附 則 

 （施行期日等）                                                           

１ この要綱は、平成１８年６月１日から施行し、平成１８年度から令和８年度まで

の適用とする。 

 

 （要綱の廃止） 

２ この要綱の施行に伴い、次に掲げる要綱については廃止する。 

（１）福岡県農業経営指導強化対策事業費補助金交付要綱（平成１７年６月１日１７

農技第９４号農政部長通知。）   

（２）農村女性チャレンジ支援事業費補助金交付要綱（平成１７年６月２０日１７農

技第５６７号農政部長通知。）   

（３）直売所で拓く明日の地域農業支援事業費補助金交付要綱（平成１７年６月２０

日１７農技第５２４号農政部長通知。）   

（４）農村女性組織等食農教育活動事業費補助金交付要綱（平成１７年６月９日１７

農技第３２７号農政部長通知。）   

（５）福岡県農業青年クラブ連絡協議会研修事業費補助金交付要綱（昭和４８年１２

月１７日４８農技第１６０７号農政部長通知。）   

（６）福岡県農業生産資材効率化事業費補助金交付要綱（平成１５年８月１８日農技

第４号農政部長通知。）   

（７）福岡県農用地土壌健全化等対策事業費補助金交付要綱（昭和４６年６月１４日

４６改第７８０号農政部長通知。）   

（８）福岡県減農薬・減化学肥料栽培認証事業費補助金交付要綱（平成１５年８月１

８日１５農技肥第１７号農政部長通知。）   

 

 （経過措置） 

３ ２の規定により廃止される要綱に基づき、平成１８年５月３１日までに交付決定

を受けた事業については、なお従前の例により取り扱うものとする。 

 

   附 則                                                               

 （施行期日）                                                           

１ この要綱は、平成１９年４月２日から施行する。   

 

   附 則                                                               

 （施行期日）                                                           

１ この要綱は、平成１９年７月１９日から施行する。   

 

   附 則                                                               

 （施行期日）                                                           

１ この要綱は、平成２０年４月１日から施行する。 

 

 （経過措置） 

２ この要綱の施行の際、この要綱による改正前の福岡県農業技術・担い手対策等事

業費補助金交付要綱の規定により交付を受けた補助金については、なお従前の例に

よる。 

   

   附 則                                                               

 （施行期日）                                                           



１ この要綱は、平成２１年４月１日から施行する。 

 

   附 則                                                               

 （施行期日）                                                           

１ この要綱は、平成２２年４月１日から施行し、平成２２年度から平成２４年度 

までの適用とする。 

 

 （経過措置） 

２ この要綱の施行の際、この要綱による改正前の規定により交付を受けた補助金に

ついては、なお従前の例による。 

  附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、平成２３年４月１日から施行する。 

 

  附 則 

 （施行期日等） 

１ この要綱は、平成２４年４月１日から施行し、改正後の福岡県経営技術支援対策

関係事業費補助金交付要綱の規定は、平成２４年度から平成２６年度までの補助金

について適用する。 

ただし、別表の事業番号欄に掲げる６及び７の事業については平成２４年度まで、

また９の事業については平成２５年度までの適用とする。 

 

 （要綱の廃止） 

２ この要綱の施行に伴い、次に掲げる要綱については廃止する。 

   福岡県後継人材育成対策等事業費補助金交付要綱（平成１２年８月２３日１２

農政企第３０号農政部長通知。） 

 

附 則 

 （施行期日等） 

１ この要綱は、平成２５年４月１日から施行し、改正後の福岡県経営技術支援対策

関係事業費補助金交付要綱の規定は、平成２４年度から平成２６年度までの補助金

について適用する。 

ただし、別表の事業番号欄に掲げる６及び９の事業については平成２５年度まで、

また７の事業については平成２７年度までの適用とする。 

 

附 則 

 （施行期日等） 

１ この要綱は、平成２６年２月２８日から施行し、平成２５年度の補助金から適用

する。 

 

附 則 

 （施行期日等） 

１ この要綱は、平成２６年４月１日から施行し、改正後の福岡県経営技術支援対策

関係事業費補助金交付要綱の規定は、平成２６年度の補助金から適用する。 

ただし、別表の事業番号欄に掲げる６の事業については平成２８年度まで、また



７の事業については平成２７年度までの適用とする。 

 

附 則 

（施行期日等） 

１ この要綱は、平成２７年４月１日から施行し、改正後の福岡県経営技術支援対策

関係事業費補助金交付要綱の規定は、平成２７年度の補助金から適用する。 

ただし、別表の事業番号欄に掲げる２の事業については平成２８年度までの適用

とする。 

 

附 則 

（施行期日等） 

１ この要綱は、平成２７年７月２９日から施行し、改正後の福岡県経営技術支援対

策関係事業費補助金交付要綱の規定は、平成２７年度の補助金から適用する。 

ただし、別表の事業番号欄に掲げる２の事業については平成２８年度までの適用

とする。 

 

附 則 

 この要綱は、平成２８年４月１日から施行し、改正後の福岡県経営技術支援対策

関係事業費補助金交付要綱の規定は、平成２８年度の補助金から適用する。 

ただし、別表の事業番号欄に掲げる２の事業については平成２８年度まで、また

５から８までの事業については平成２９年度までの適用とする。 

 

附 則 

 （施行期日等） 

１ この要綱は、平成２９年４月３日から施行し、改正後の福岡県経営技術支援対策

関係事業費補助金交付要綱の規定は、平成２９年度の補助金から適用する。 

ただし、別表の事業番号欄に掲げる１の事業については平成２９年度まで、また

３及び４の事業については平成３０年度までの適用とする。 

 

 （経過処理） 

２ この要綱の施行の際、この要綱による改正前の福岡県経営技術支援対策関係事業

費補助金交付要綱の規定により交付を受けた補助金については、なお従前の例によ

る。 

 

附 則 

  この要綱は、平成３０年４月１日から施行し、改正後の福岡県経営技術支援対策

関係事業費補助金交付要綱の規定は、平成３０年度の補助金から適用する。 

 
附 則 

  この要綱は、平成３１年４月２６日から施行する。 

 

附 則 

  この要綱は、令和元年７月１２日から施行する。 

 
 附 則 



この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 
   

附 則 

この要綱は、令和２年５月１日から施行し、令和２年度の補助金から適用する。 
 
附 則 

この要綱は、令和２年１０月１４日から施行し、令和２年度の補助金から適用 
する。 
 

附 則 
この要綱は、令和２年１２月２８日から施行し、令和２年度の補助金から適用 

する。 
 
   附 則 

この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

 
附 則 

この要綱は、令和３年４月５日から施行する。 
 

附 則 
この要綱は、令和４年２月１７日から施行する。 

 
 附 則 
この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

 
附 則 

この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 
 

附 則 
この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 
 



別表（第２条関係） 

事

業 

番

号 

事業名及び目的 
事業実 

施主体 
採択基準 

補助金交付の対象となる

経費（施設等区分）［事業

内容］ 

補助率 

重要な変更 事業年度 

事業実施計画 
補助金 

交付申請 

 

１ 農業生産資材効

率化事業 

 

 農業用生産資

材の効率的かつ

安全な利用促進

を図る。 

 

福岡県

農業生

産資材

協会 

 農業生産

資材に関す

る事業の推

進を図り、県

農業の健全

な発展と安

全・安心な農

産物の生産

に寄与する

こと。 

 福岡県農業生産資材協

会が行う農業用生産資材

の効率的かつ安全な利用

促進を図る事業 

 

（対象経費） 

 給料、職員手当等、共

済費、報償費、旅費、需

用費、役務費、委託料、

使用料及び賃借料、負担

金補助及び交付金、公課

費 

 

1/2以内 

 

 

 

 

事業費の３０％

を超える増減 

補助金額の変更 

 

令和 3年度～

令和 6年度 

 

 

２ 強い園芸農業づ

くり対策事業 

 

 新規就農者の

育成・確保を図

るため、就農か

ら定着までの一

貫した就農支援

体制の整備を行

い、円滑な就農

を促進する。 

 

公益財

団法人

福岡県

農業振

興推進

機構 

 将来効率的

かつ安定的

な農業経営

の担い手と

なるような

農業者を育

成するため

の会議を開

催すること。 

 

１ 就農相談活動の実施 

２ 就農促進会議等の開

催 

３ 青年等就農計画制度

の定着推進 

 

（対象経費） 

 報酬、給料、職員手当

等、共済費、賃金、旅費、

需用費、役務費、委託料、

使用料及び賃借料 

定額 事業費の３０％

を超える増減 

補助金額の変更 令和 3年度～

令和 7年度 



３ 福岡県農業青年

クラブ連絡協議

会研修事業 

 

 農業青年の自

主的活動を促進

し、将来リーダ

ーとなる青年の

資質向上を図

る。 

 

 

 

 

福岡県

農業青

年クラ

ブ連絡

協議会 

１  農業青

年の資質

向上につ

ながる会

議、研修会

であるこ

と。 

２  リーダ

ーとして

の資質向

上や仲間

作りが出

来る、九

州・全国の

農業青年

組織の会

議、研修会

へ参加す

ること。 

 「福岡県農業青年クラ

ブ連絡協議会」の活動促

進 

 

１ 会議・研修会の開催 

２ 九州・全国の農業青

年組織 等が実施する

会議・研修会への参加 

３ 九州・全国協議会負

担等 

 

（対象経費） 

 報償費、旅費、需用費、

役務費、使用料及び賃借

料 

 

1/2以内 事業費の３０％

を超える増減 

補助金額の変更 令和 4年度～

令和 6年度 



４ 農業青年経営力

強化事業 

 

農業青年が行

う先進的農業経

営に対する調査

を支援し、組織

的な農業経営力

の強化、国際競

争力の向上を図

る。 

福岡県

農業青

年クラ

ブ連絡

協議会 

１  農業経

営力の強

化、国際競

争力の向

上のため

の事例調

査を行う

こと。 

２  農業青

年組織に

よる調査

結果検討

会を行う

こと。 

 

 

先進的農業経営事例の

調査、結果検討会等の開

催 

 

（対象経費） 

 報償費、旅費、需用費、

役務費、使用料及び賃借

料 

 

 

 

定額 事業費の３０％

を超える増減 

補助金額の変更 令和 4年度～

令和 6年度 

 

５ 女性農林漁業者

の起業活動支援

事業（商品開発

等支援事業） 

 

起業者間での

コラボ商品や新

メニュー開発等

（以下、「商品

開発等」とい

う。）を支援する

ことにより女性

農林漁業者の起

業活動を促進す

る。 

 

 

女性農

林漁業

者組織 

商品開発

等への意欲

が認められ、

事業内容が

女性農林漁

業者の起業

活動支援に

資すること

が認められ

ること。 

商品開発等に関する成

功事例の調査・研究 

商品開発等に関する研

究会の開催 

 

（対象経費） 

報償費、旅費、需用費、

役務費、使用料及び賃借

料 

1/2以内 事業費の３０％

を超える増減 

補助金額の変更 令和 2年度～

令和 6年度 

 



６ データ駆動型農

業の実践・展開

支援事業 

 

農業者

又は農

業者の

組織す

る団体

及び都

道府県

を必須

構成員

とする

協議会 

 

産地とし

てのデータ

活用の取組

体制の構築

や農業者の

技術習得に

向けた取組

を行うこと。 

 

１ 推進会議の開催 

２ データ収集・分析機

器の活用の検証 

３  検証の成果等の普

及・情報発信 

 

（対象経費） 

賃金、報償費、旅費、

需用費、役務費、委託料、

使用料及び賃借料、備品

購入費 

定額（２の取組のうち、下

記に掲げるもの以外のリ

ース導入については1/2以

内） 

 

温度、CO2、湿度等の複数

の環境の制御を行うため

のセンサー類、モニタリン

グ装置等 

事業費の３０％

を超える増減 

補助金額の変更 令和 4年度～

令和 6年度 

 

７ 女性認定農業者

育成事業（新品

目導入支援事

業） 

 

 新品目導入を

支援することに

より、女性の認

定農業者を育成

する。 

 

 

女性農

業者 

１  当該年

度又は翌

年度に認

定農業者

になるこ

と。 

 

２  事業計

画が審査

会におい

て認めら

れたもの

であるこ

と。 

新たな生産品目を導入 

するための施設、作業機

械、資材を整備するため

の経費 

 

（対象経費） 

 需用費、役務費、工事 

請負費、原材料費、備品 

購入費、使用料及び賃借 

料 

1/2 以内（補助金額の上限

は、1,000 千円／事業実施

主体) 

事業費の３０％

を超える増減 

補助金額の変更 

 

令和 4年度～

令和 6年度 



８ 女性農林漁業者

の起業活動支援

事業（組織活性

化支援事業） 

 

地域における女

性農業者の活動

を支援すること

により女性農業

者の起業活動を

促進する。 

女性農

業者組

織 

女性農業

者組織の活

性化への意

欲が認めら

れ、事業内容

が女性農業

者の起業活

動支援に資

することが

認められる

こと。 

女性農業者組織におけ

る課題解決や女性農業者

組織立ち上げのための調

査・研究 

女 女性農業者組織におけ

る課題解決や女性農業者

組織立ち上げに関する研

修会等の開催 

 

（対象経費） 

 報酬、報償費、旅費、 

需用費、役務費、委託料、 

使用料及び賃借料 

定額（補助金額の上限は、

250千円／事業実施主体) 

事業費の３０％

を超える増減 

補助金額の変更 令和 4年度～

令和 6年度 

９ 農林漁業女性ベ

ンチャー育成事

業（商品改良等

支援事業） 

 

取引拡大に必要

な商品改良等を

支援することに

より、女性農林

漁業者の経営発

展を促進する。 

女性農

林漁業

者 

県が実施

するベンチ

ャーマーケ

ットにおい

て企業とマ

ッチングし

た者 

取引に必要な商品開

発・改良に係る経費 

 

（対象経費） 

報償費、旅費、需用費、

役務費、委託料、使用料

及び賃借料、原材料費 

1/2 以内（補助金額の上限

は、250 千円／事業実施主

体) 

事業費の３０％

を超える増減 

補助金額の変更 令和 5年度～

令和 7年度 



10 農林漁業女性ベ

ンチャー育成事

業（機器整備支

援事業） 

 

取引拡大に必要

な機器整備を支

援することによ

り、女性農林漁

業者の経営発展

を促進する。 

女性農

林漁業

者 

 県が実施

するベンチ

ャーマーケ

ットにおい

て企業とマ

ッチングし

た者 

取引拡大等対応のため

の機器整備 

  

（対象経費） 

需用費、工事請負費、

備品購入費 

1/2 以内（補助金額の上限

は、2,500 千円／事業実施

主体) 

事業費の３０％

を超える増減 

補助金額の変更 令和 5年度～

令和 7年度 

11 北海道と連携し

た外国人材派遣

支援事業 

 

北海道のＪＡ

や受入地域との

調整や受入地域

での住宅確保等

を支援すること

により外国人材

の派遣体制を構

築する。 

１ 農

業協同

組合連

合会 

 

 

 

 

 

２ 農

業協同

組合  

１  北海道

での外国

人材の募

集、選定、

派遣業者

との調整

等を行う

こと。 

 

２  各地域

で住宅確

保等、受入

れ体制の

整備を行

うこと。 

１ 県内で外国人材の派

遣体制を構築するため

の経費 

 

（対象経費） 

 給料、報償費、旅費、

需用費、役務費、委託料、

使用料 

 

２ 各地域で外国人材を

受入れる体制を整備

するための経費 

 

（対象経費） 

 給料、報償費、旅費、

需用費、役務費、委託料、

使用料及び賃借料 

１ 1/2 以内（補助金額の

上限1,580千円／事業実

施主体） 

 

 

 

 

 

 

２ 1/2 以内（補助金額の

上限1,000千円／事業実

施主体） 

事業費の３０％

を超える増減 

補助金額の変更 令和 6年度～

令和 8年度 

 

注１：重要な変更の欄に掲げる内容は、第４条第３項に定める「事業の実施計画の重要な変更」である。 

注２：事業実施主体の欄の「女性農林漁業者組織」は、組織の役員の過半数が女性であること（株式会社にあっては役員の過半数が女性であること。旧有

限会社にあっては取締役の過半数が女性であること。合名会社にあっては社員の過半数が女性であること。農事組合法人にあっては理事の過半数が

女性であること。農林漁業者の組織する団体にあっては構成員の過半数が女性であること。）。 

注３：事業実施主体の欄の「女性農業者組織」は、組織の役員の過半数が女性農業者であること（株式会社にあっては役員の過半数が女性農業者であるこ



と。旧有限会社にあっては取締役の過半数が女性農業者であること。合名会社にあっては社員の過半数が女性農業者であること。農事組合法人にあ

っては理事の過半数が女性農業者であること。農業者の組織する団体にあっては構成員の過半数が女性農業者であること。）。 


